
グリーンビジネス
相談窓口のお知らせ

窓 口・お問い合わせ

ご相談の流れ

■ご紹介する専門家
　 ものづくりや会社経営に精通する企業 OB、産業・技術支援機関、
　  大学・研究機関など 

■想定している相談内容
　 技術・製品開発、販路開拓、競争的資金・補助金獲得、
　  ビジネス法務、知財戦略など
■費用負担
    無料
■申込方法
    裏面の相談申込書をご記入の上、メールまたはファックスでお申し込みください。

フォーラム会員企業からのグリーンビジネスへの事業展開に関するご相談に対し、
各種情報提供等を行います。

「島根グリーンビジネスフォーラム」事務局
 島根県 商工労働部 産業振興課 イノベーション推進係

TEL：0852-22-5293
FAX：0852-22-5638
MAIL：greenforum@pref.shimane.lg.jp

ご相談がある企業は、本紙裏面の相談申込書をご記入の上、所定の提出先までご提出ください。❶

相談申込書は、島根県商工労働部 産業振興課内に設置する事務局が収受いたします。❷

ご相談内容については、事務局で協議・精査の上、メールでご回答させていただくことを基本として、
ご相談内容に応じては、フォーラム運営事業委託機関（アルパック）または、専門家（アルパックが相
談内容に応じて選定し、機密保持契約を締結する専門家など）から直接メールやオンライン会議などを
させていただく場合もございます。

❸



グリーンビジネス相談申込書

１. ご担当者様の情報

※下記の点を予めご理解のうえお申し込みください。
－本申込書の情報については、本事業の遂行のためにのみ使用し、その限りにおいて、委託機関にも共有いたします。
－また、グリーンビジネスに係る知見共有の観点から、公開可能な内容のみ、関係者の事前許可を得た上でポータルサイト
　の Q＆A 等に掲載させていただく場合があります。

■ご提出先
　「島根グリーンビジネスフォーラム」事務局
※本紙をご記入の上、PDF データ等で下記メールアドレスまで送信、または本紙を下記 FAX まで送信ください。
　また差し支えなければ、ご相談内容を補足する資料・写真等がございましたら、本紙と併せてご提供いただけ
　ますと幸いです。

＜メール＞greenforum@pref.shimane.lg.jp　＜FAX 番号＞0852-22-5638

２. グリーンビジネスに係る相談内容
下記項目の中で該当するものをすべて選択いただくと共に、その詳細について教えてください。

□技術・製品開発　　□販路開拓　　□競争的資金・補助金獲得　　□ビジネス法務　　□知財戦略
□その他（　　　　　　　　　　　　）

★上記の詳細について教えて下さい（自由記述）。

企業名・団体名

（氏名）

（電話）

（e-mail）

ご担当者・連絡先


